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令和 5 年（2023 年）４月 1 日  第 414 号 
発 行 ： 熊 本 市 大 江 交 流 室 ・ 公 民 館 
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※市立図書館となり 
 372－0313  FAX 372－8618 
熊 本 市 配 布 文 書  第 ２ 号 

 

 

期 間  5月9日（火）、11日（木）、16日（火）、18日（木）、23日（火）、25日（木） 

     （全6回） 

時 間  午後2時～4時 

講 師  早咲 尚さん 

対 象  どなたでも 

定 員  12人（応募者多数の場合は抽選） 

費 用  ５００円（資料代） 

〆 切  ４月25日（火）必着 

準備物  Wordが入ったノートパソコン 

     （キングソフトのWPSは不可です） 

＊公民館ではパソコンの貸し出しはできません。 

期 間  5月31日、6月7日、14日、21日、28日、7月5日、12日、19日 

（全８回 全て水曜日） 

時 間  午後7時～9時 

講 師  中尾 晶さん 

対 象  20才以上 

定 員  15人（応募者多数の場合は抽選） 

費 用  3,000円（テキスト代） 

準備物  筆記用具 

〆 切  ５月１６日（火）必着 

◎Wordを使って 

文字入力や文書作成をしてみませんか 

大江公民館「楽しい中国語」の 

中尾先生がご指導してくださいます。 

https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.para-gallery.com/wordpress/wp-content/images/2014/01/tuli1.png&imgrefurl=http://www.para-gallery.com/category/spring/springflower&docid=swochJBxHUcjuM&tbnid=MNMUgtmDcU6NnM:&vet=10ahUKEwiv8JjYv9nZAhVEE7wKHWucBVcQMwiDAShTMFM..i&w=250&h=300&bih=904&biw=1280&q=4%E6%9C%88%E3%81%AE%E8%8A%B1%20%E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88%20%E7%84%A1%E6%96%99&ved=0ahUKEwiv8JjYv9nZAhVEE7wKHWucBVcQMwiDAShTMFM&iact=mrc&uact=8


 

【利用時間】                【利用の際の約束】 

９：３０～１６：００ 
 
  ９：３０～１２：００  乳幼児と保護者優先 

１２：００～１３：００  消毒・清掃のため閉室 

１３：００～１６：００  小学生優先 

 

◎利用人数 ・・・親子８組・最大20名まで 

   

 
※定員に達しているときはすぐに入室できない場合があります。 

  

 

≪ ４月の休館日 ≫ 
４月３日、１０日、１７日、２４日、（全て月曜日）が休館日です。 

以下のような方法で申し込みができます。ただし、申込み多数の場合は抽選となります。 

【往復はがきによるお申し込み】          【窓口でのお申し込み】 

     ○応募者１人につきはがき１枚。締切日必着。           ○応募者1人につきはがき1枚持参ください。 

【往復はがきの書き方】 

【インターネットによるお申し込み】 
                                  大江公民館のホームページ 

QRコード（表面にあります） 

（往信）表 
〒862-0971 

中央区大江 
6丁目1－85 
 

大江公民館 

（返信）表 

ご自分の 
 

〒  

住所 

氏名 

（往信）裏 

１ 講座名 

２ 住所 

３ 氏名 

４ 年代（学年） 

５ 小学校区 

６ 電話番号 

（返信）裏 
 

なにも書か

ないでくだ

さい。 

 

日本国憲法は、生命、自由及び幸福追及に対する国民の権利を尊重し、 

「すべての国民は法の下に平等であって、人類、信条、性別、社会的身分 

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において差別されない」ことを規定しています。このように、個

人の尊厳を重んじ、基本的人権を保障することはとても大切なことです。社会の中に根強く残っている不合理な同

和問題を解消するには、法の下の平等の原則に基づき、人権尊重の精神を貫くことが重要です。 

未来を担うすべてのこどもたちにも、この問題はいろいろと形を変えて襲いかかってきます。人権教育・啓発に

つながる活動が、一人ひとりを大切にする取組として家庭・学校・地域そして全国へと広がっていくこと。そのこ

とがこどもたちの未来を「光」あるものにしてくれるはずです。公民館でも啓発活動を進めていきます。 

  

①咳・鼻水など風邪の症状がある場合

は来室をお控えください。 

②こまめに手洗い（消毒）・うがい 

③水分補給のための飲料を持参 


